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８  会議の概要  

分科会長   ただいまから、令和元年１２月定例会の予算

決算委員会総務文教分科会を開会いたします。 

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に上野

委員、成田委員を指名いたします。 

審査に入る前に、私の方から2点、委員の皆

さんに申し上げます。 

まず、１点目として、委員会・分科会での質

疑の際に、議案の内容と直接関係のない質疑

を繰り返すケースが見受けられます。  

質疑は、あくまでも議題となっている事件に

ついて、賛否等の決定が可能となるよう、不

明確な点について、説明や意見をただすため

のものです。 

このことから、質疑については、議案に直接

関係のある内容で、かつ簡潔・明瞭に行われ

るように、お願いいたします。  

２点目として、委員会の中で行うべき質疑を

分科会で発言するケースや、分科会の中で行

うべき質疑を委員会で発言するケースが見受

けられます。 

このことから、委員会・分科会の役割や、議

案の内容を十分に理解した上で質疑を行われ

るよう、お願いいたします。以上であります。 

委員の皆さんには御協力をお願いいたします。 
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それでは審査に入ります。  

当分科会に送付されました各案件の審査につ

いては、各部局単位とし、お手元に配付して

あります分科会審査順序のとおり行う予定で

あります。 

なお、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようお願いいたし

ます。 

これより、監査委員事務局所管分の議案の審

査を行います。  

議案第１４８号  令和元年度富山市一般会計

補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費中、監査委員事務局

所管分 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

監査委員事務局長 〔挨拶〕  

監査委員事務局次長 〔議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  



3

分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１４８号中監査委員事務局

所管分の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、総務文教分科会監査委員事務局所管

分を終了いたします。 

午前１０時０１分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時０７分  再開  

分科会長   これより、総務文教分科会選挙管理委員会事

務局所管分の議案の審査を行います。  

議案第１４８号  令和元年度富山市一般会計

補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費中、選挙管理委員会

事務局所管分 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 
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選挙管理委員会 〔挨拶〕  

事務局長 

選挙管理委員会 〔議案書により説明〕 

事務局次長   

分科会長   これより、質疑に入ります。 

      質疑はありませんか。 

村石委員   今ほど、共済費が増えたというようなことで

補正するとのことでしたけれども、ことしは

県議会議員選挙や参議院議員選挙がありまし

た。超過勤務手当については補正というよう

なことにはならなかったということでよろし

いのでしょうか。  

選挙管理委員会 今、委員がおっしゃったように、共済費の補 

事務局次長  正につきましては、本年４月から６月までの 

社会保険料の関係が影響しております。県議

会議員選挙が本年４月に執行されたことから、

超過勤務の関係が影響しまして、標準報酬月

額が少し増えました。そういったことに伴い

まして共済費が増加したということでござい

ます。 

分科会長   ほかにありませんか。 
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      〔発言する者なし〕  

分科会長   ほかにないようですので、以上で議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１４８号中選挙管理委員会

事務局所管分の意見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

これをもちまして、選挙管理委員会事務局所

管分を終了いたします。 

午前１０時１１分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時２６分  再開  

分科会長   これより、総務文教分科会企画管理部所管分

の議案の審査を行います。  

議案第１４８号  令和元年度富山市一般会計

補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費中、企画管理部所管

分  

を議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 
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企画管理部次長 〔挨拶及び 

 議案第１４８号中  

 企画管理部所管分の概要について、  

      人件費補正について、 

      議案説明資料により説明〕 

文化国際課長 〔議案第１４８号中  

      外国人ワンストップ相談窓口整備事業費につ

いて、 

      議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

横野委員   外国人ワンストップ相談窓口整備事業費につ

いてお伺いします。 

相談窓口のワンストップという捉え方につい

て、相談を受けた後に改めて本庁など、そう

いったところに足を運ぶとなると  ワンスト

ップサービスといったら、普通は皆さんにそ

こへ来ていただいて手続をしてもらうという、

本人を動かさないというのがワンストップの

原則だと思うのですね。そういった点からす

ると、このワンストップサービスのポイント

はどこにあるのか。 

本庁などの所管課へ行ったときに  今、翻訳
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機をいろいろと導入していますけれども、こ

ういったものを本庁にもそれぞれ配置するの

か。この予算の中でどの程度のことを考えて

いるのかお聞きします。 

文化国際課長 外国人ワンストップ相談窓口でございますが、

在留外国人からのあらゆる相談をこの窓口で

一括してお受けするという窓口でございます。

まず全ての相談をここで一括してお受けしま

して、そして適切な情報提供や関係機関への

取次ぎ等を行うような窓口でございます。 

ですので、実際のところ、相談は一括してお

聞きすることができるのですけれども、例え

ば本人が行うべき手続等を代行することまで

はできませんので、本人が市役所なり名古屋

出入国在留管理局の富山出張所等に行って手

続をしていただく形になります。  

もう１つ、本庁に来られる場合ですけれども、

携帯型の自動翻訳機をもう既に４台、本庁の

市民課などに配置しておりますので、そちら

で対応されているというところでございます。 

横野委員   それはそれとして、結果的に本庁の所管課に

行ったときの対応について、例えば外国人登

録とかそういったことですと当然市民課の戸

籍の窓口でしょうけれども、それ以外の福祉
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関係ですとか、そのあたりのところにもそう

いった機械は置いてあるのですか。 

文化国際課長 今、市役所には４台ございまして、市民課、

こども育成健康課、環境政策課と市民病院の

救急科でございます。この４課にそういった

翻訳機が設置されております。  

横野委員   パンフレットを作成して、相談窓口を設置し

たということを周知するということですが、

このパンフレットをどこに置くのか、どの程

度の枚数を印刷するのか、それがこの予算に

どの程度反映しているのか、説明をお願いし

ます。 

文化国際課長 まず設置についてでございますけれども、外

国人の方が富山市で住民登録を行う際に、ま

ず来られます、市役所の市民課及び行政サー

ビスセンターの市民生活課の窓口、その他こ

ども福祉課など市役所の窓口や国際交流セン

ターに設置したいと考えているところでござ

います。 

また、技能実習生を受け入れておられます監

理団体にも送付して、配布していただこうと

考えているところでございます。  
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赤星委員   関連してお伺いします。 

決算審査のときに、外国人の方からの相談が

年々大変増えていると伺いまして、今回この

ような拡充をされるのだなと思うのですけれ

ども、議案説明資料３ページの中に、より多

くの言語に対応するとあります。これまでは

幾つの言語に対応できていて、今後は幾つの

言語に対応できるのか教えてください。 

文化国際課長 現在、富山市の国際交流センターの相談窓口

で対応できる言語は、日本語を含めて７言語

でございます。  

これにあわせて携帯型の自動翻訳機、こちら

が７４カ国語対応でございます。  

今回整備しますタブレット型の自動翻訳機に

つきましては、３１カ国語対応でございます。 

ただ、携帯型ですとどうしても表示画面が小

さいということから、大きな形のもので意思

疎通を図りやすくしたいと考えておりますの

で、携帯型については７４カ国語ですけれど

も、７カ国語から３１カ国語になるとお考え

いただければと思います。  

村石委員   関連してですけれども、先ほど自動翻訳機は

４台、４つの場所に設置されているというこ

とでしたけれども、教育委員会にも必要だと
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思うのですね。  

結局、外国人の方で就学年齢の子どもさんが

いる場合、教育基本法では義務教育を受けさ

せなければならないという法律の規定になっ

ていると思うのです。 

そういう意味から、教育委員会にも自動翻訳

機が必要だと思うのですが、どうでしょうか。 

文化国際課長 それぞれ必要に応じて自動翻訳機を購入され

ておられます。教育委員会のほうでも今後必

要があれば、各課で整備されるのではないか

と考えております。 

村石委員   課長が言われていましたけれども、この事業

では教育委員会のことは関係ないという考え

方なのでしょうか。 

（「外国人ワンストップ相談窓口に関して」  

と発言する者あり） 

村石委員   相談窓口でないということですね。意味がわ

かりました。 

またそれは教育委員会に質問しますけれども、

相談内容については、子育てとか教育とか福

祉とか、いろいろなものがあるのですけれど

も、国際交流センターの窓口に配置されてい
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る職員は所長を含めて５名という理解でよろ

しいのでしょうか。 

文化国際課長 そうでございます。  

村石委員   結構専門的な相談にも乗るということで、市

役所のＯＢを職員として配置する必要がある

と思うのですが、どうでしょうか。 

文化国際課長 国際交流協会の職員で多言語ができる方にお

願いして、相談に乗っていただいているとこ

ろでございます。相談内容につきましては確

かに難しい部分もあるやに聞いておりますが、

そういった場合には、その関係機関に連絡を

して取次ぎをするような形をとっております

ので、今の体制で今後も行っていきたいと考

えております。  

企画管理部次長 今ほど窓口に市職員のＯＢを配置してはどう

かということでございましたが、当然、市役

所の業務について、外国人の方も、いろいろ

と相談事をお持ちだとは思っております。実

際にお願いしているのは国際交流協会という

任意の団体ですが、組織的には国際交流セン

ターという市の組織だということもあって、

文化国際課とは日々いろいろな事務的なやり
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とりをしている関係上、その任意団体にいる

皆さんも市役所の業務に大分精通してきてお

られる部分があります。最終的には、市の職

員が責任を持って対応しなければいけないと

いうことで、実際のことまでサポートしづら

い面はありますけれども、比較的市役所の業

務をわかっていただけている方を配置してい

ただいているのが現状であります。 

それと、横野委員がおっしゃった、ワンスト

ップという言葉のイメージから、それでいい

のかというお話につきましては、実はこの国

の交付金を支出しておりますのが出入国在留

管理庁というところでして、基礎自治体の状

況を正確に捉えているのかどうかはわかりま

せんが、こちらのほうがワンストップという

表現を使っておりまして、まずは今みたいな

どこか外国人の方が集まりやすいターミナル、

そういうところにある窓口が一度ワンクッシ

ョンとなり、要望なり相談なりをさばいて、

今度は入国管理の事務所に足を運んでくださ

いですとか、市役所に行かれたらどうですか

という形の仕組みに交付金が出る形になって

いるものです。  

私ども市役所の業務等をやっている関係から

すると、ワンストップという言葉の使い方に

疑問を持たれると少しつらいなと思いつつ、
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交付金制度の関係でこの名称を使っているの

が実情であります。 

赤星委員   人件費のことで確認させていただきたいので

すが、先ほどの説明の中で、人事院勧告など

の分を今回反映しているとおっしゃいました

よね。 

企画管理部次長 はい。 

赤星委員   そうしますと、この後の総務文教委員会に付

託されています条例案、議案第１５６号及び

特別職に関する議案第１５８号には、これら

の分も含まれているのでしょうか。 

職員課長   含まれております。  

赤星委員   特別職のボーナス引上げの分は、予算にして

幾らになりますでしょうか。 

職員課長   特別職の人件費分の影響額としましては、全

体で３１万円、期末手当の反映額としては３

５万３，０００円であります。  

分科会長   ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  
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これより、議案第１４８号中企画管理部所管

分の意見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

赤星委員   ただいま議題となっております議案第１４８

号  令和元年度富山市一般会計補正予算のう

ち人件費の部分で、市長及び副市長など特別

職の期末手当の引上げには反対ですので、そ

の部分には反対いたします。 

分科会長   ほかに意見の表明はありませんか。  

〔発言する者なし〕

分科会長   ないようですので、これをもって意見の表明

を終結いたします。 

以上で、総務文教分科会企画管理部所管分を

終了いたします。  

午前１０時４８分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  １時０９分  再開  

分科会長   ただいまから、総務文教分科会を再開いたし

ます。 
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〔報道機関のテレビカメラの撮影許可〕 

分科会長   これより、教育委員会所管分の議案の審査を

行います。 

議案第１４８号  令和元年度富山市一般会計

補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の

補正中、歳出第１０款教育費、第２条継続費

の補正、第３条繰越明許費の補正中、第１０

款教育費、第４条債務負担行為の補正中、教

育委員会所管分  

を議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

教育委員会事務局長 〔挨拶〕 

教育委員会事務局次長 〔議案第１４８号中  

（総務・社会教育担当） 教育委員会所管分の概要について、 

議案説明資料により説明〕  

教育総務課長 〔議案第１４８号中  

      堀川小学校・西部中学校校舎改築に伴う備品

移動等について、  

 議案説明資料により説明〕 

学校施設課長 〔議案第１４８号中  

堀川小学校校舎改築に伴う解体工事について、 
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芝園中学校屋内運動場外壁コーキング及び屋

根シート更新業務委託について、  

速星中学校屋内運動場改築工事について、 

西部中学校校舎改築に伴う解体工事について、 

和合中学校校舎改築工事について、 

上滝中学校校舎改築工事について、 

議案書及び議案説明資料により説明〕  

学校教育課長 〔議案第１４８号中  

      小学校就学援助事業について、  

      議案説明資料により説明〕 

学校保健課長 〔議案第１４８号中  

学校給食配送業務委託について、  

議案書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

久保委員   まず、小学校就学援助事業についてお伺いを

します。 

当初見込み数の１３７名に対して最終見込み

数が２４０名と大分増えております。  

まずは、当初見込み数はどのような見込みで

立てられた数字なのでしょうか。  
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学校教育課長 平成２９年度が１４８名、平成３０年度が１

３８名と、年々児童・生徒数が減少している

ということから、本年度は１３７名という数

字を設定いたしました。 

久保委員   当初見込みは例年の実績を踏まえて設定した

ということですが、最終見込みが２４０名と

大分増えております。その増えた原因につい

て教育委員会としてはどのように考えておら

れますか。 

学校教育課長 正直なところわかっておりません。就学援助

制度の周知方法も例年どおり入学式後に行っ

ております。 

あえて変わった点を申し上げますと、今年度

は、新入学児童を対象に入学準備金の入学前

支給を開始いたしました。  

ただ、これだけが原因ということははっきり

しないので、結果的に正直なところはわかっ

ておりません。  

久保委員   やはりこれは就学援助が必要だと言われる方

が一定数増えておられると。 

これについてはいろいろな角度から検証して

いく必要があると思いますし、こういった貧

困につながるようなものには、もしかしたら



18

虐待とかいろいろな家庭の事情を抱える子ど

もが増えている可能性もありますので、この

点については学校現場のほうでしっかりと推

移というか、概要を今後も注意深く見守って

いただきたいなと思っております。 

加えてもう１つ、特別支援教育就学奨励費に

ついて、児童・生徒数が減っていくと言って

いる中でこれも当初見込み数より増加にある

のですが、このことについてはどう思ってお

られますか。 

学校教育課長 特別支援学級の在籍児童数ですけれども、平

成２９年度は３７５人、平成３０年度は４０

２人、本年度は４６５人ということになって

おりますので、特別支援学級の在籍児童数が

増えた分だけ対象者が増えたと考えておりま

す。  

久保委員   最後は要望なのですが、特別支援教育を必要

とされている方、今までも潜在的にいらっし

ゃった方が、改めてこういった制度を活用さ

れているということもあると思いますし、実

際の教育現場でそういった支援を受けたいと

思われる保護者の方も増えてきているのかと

思います。 

単純に数字が伸びているからといって、何か
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全体を大きく悪くしているわけではないと思

いますので、その辺についても教育委員会と

してしっかりと傾向を把握していただいて、

対策をしていっていただきたいと思います。  

この予算については、このとおりしっかりと

執行していただければと思います。 

上野委員   今ほどの関連なのですけれども、先ほど小学

校就学援助費の周知方法は例年どおりだった

とお聞きしたのですが、その周知時期等を教

えていただけますか。 

学校教育課長 入学式に保護者も集まりますので、入学式後

に銀行振込みの書類や就学援助の手続の用紙

を配付して周知を行っております。また、３

月２０日号の「広報とやま」、市のホームペ

ージ等でも制度の周知を行っております。 

入学前支給に関しましては、１１月ごろに各

学校で行われております就学時健診の際に、

入学準備金についての説明を行っているとこ

ろです。 

上野委員   きめ細やかに周知しておられるということで

すが、いかんせん当初見込みの数と随分差が

出たということで、また注意深く見ていただ

ければなと思います。 
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村石委員   就学援助に関連してですけれども、中身をい

ろいろ見てみると、新入学学用品費というこ

とで平成３０年度は１３８人が該当していま

すし、先ほどの課長のお話だと、１年生は１

４８人が該当していたというようなことです

けれども、新入学学用品費と事前の準備金と

は、また別個なものなのでしょうか。  

学校教育課長 同じです。事前に支給された人は入学後には

それは支給されないということです。２回支

給されるわけではなくて、入学前に新入学学

用品費を支給された家庭は、入学後に就学援

助の手続を踏むわけですけれども、その際に

は新入学学用品費は除いて支給されるという

ことになります。  

村石委員   １４８人が該当したと。その人たちは新入学

学用品費ももらっているということなのです

か。  

ただ、統計上は新入学学用品費が数字上は１

３３人になるけれどもという意味ですか。こ

の１４８人と１３８人の数をどのように整理

すればいいのかという問いなのですけれども。 

学校教育課長 １４８人、１３８人というのは、平成２９年

度、平成３０年度ですね。  
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村石委員   ごめんなさい。平成３０年度は１３８人で、

新入学学用品費が１２１人ですよね。「富山

市の教育」を見て、私は数字を言っているの

ですけれども。  

学校教育課長 平成３０年度の１２１人ですよね。平成３０

年度は入学後の支給だったので、入学前支給

はしておりません。 

村石委員   この資料には、新入学学用品費の入学前支給

が１７０人と書いてあるのですけれども。 

（「何の資料かわからない」と発言する者あ

り）  

村石委員   教育委員会から出ている「富山市の教育」と

いう冊子です。  

学校教育課長 １７０名という数字は、ことしの小学校１年

生の入学前支給の数字です。ことしの３月に

１７０名が入学準備金として５万６００円で

したか、その金額をもらっているということ

です。 

村石委員   ということは、１３８人のうち１２１人だけ

が新入学学用品費の入学後支給を受けたとい
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うぐあいに理解すればよろしいでしょうか。  

学校教育課長 ことしの入学生ではありません。  

村石委員   平成３０年度の実績を聞いているのですけれ

ども。 

学校教育課長 平成３０年度です。  

村石委員   先ほど平成３０年度の実績が１３８人とおっ

しゃいましたよね。新入学学用品費が１２１

人となっていますよね。この差はどう考えれ

ばいいのかという質問です。 

学校教育課長 就学援助の認定は１学期も行うのですけれど

も、２学期、３学期にも追加申請というのが

ありまして、２学期、３学期の申請者に関し

ては新入学学用品費は支給されません。 

村石委員   わかりました。  

成田委員   芝園中学校屋内運動場外壁コーキング及び屋

根シート更新業務委託について伺います。 

芝園中学校は、たしか１０年前にＰＦＩ方式

で建てられて、維持管理も含まれていたと思

うのです。今、このように補正予算が見てあ
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りますけれども、ＰＦＩ事業に含まれている

内容について、もう一度教えてください。 

学校施設課長 芝園小学校及び芝園中学校のＰＦＩ事業では、

建設当初に富山市とＰＦＩ事業者の分担とし

て、このような大規模な改修、修繕について

は富山市が負担するということで契約してい

る状態です。 

今回の外壁の補修につきましては、契約時に

富山市の負担であることを決めていることか

ら、市で修繕を行うこととしております。 

成田委員   １０年ほどの経過でこれだけの大規模改修が

必要ということですが、何が要因でこういう

ふうになったのか教えてください。 

学校施設課長 外壁のコーキングが切れたことにより、水が

体育館内に侵入してきているということにな

っております。  

建設するときの意匠など  北陸は結構雨や雪

が多いところですが、そこのところの維持管

理までを含めた建物になっていたかどうかと

いうことで、ちょっと疑問点は残っています。

今後建てる建物については、北陸地方の雪や

雨にも対応した設計で、そういう維持管理な

どにも配慮するようなことで進めてはいるの
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ですが、芝園中学校の体育館部分については、

そこの部分があまり配慮されていなかったこ

とで、今回のような雨漏りが発生したという

ふうに考えております。 

成田委員   そのような内容を把握しておられるというこ

とで、今後も学校の改修なり、いろいろな公

共施設を建てていく中で、デザイン性も重要

なのですけれども、今言われたとおり、当然、

維持管理していくことも考えて、設計から考

えていってもらいたいと思います。 

赤星委員   同じことを聞きたかったのですけれども、建

ててから１０年ほどでこれだけ大規模な改修

というのは、市が直接建てる場合には考えら

れないのではないかと思って聞いているので

すけれども、今、その建物の意匠をされた方

が雪、雨が多い北陸の特徴を勘案していなか

ったという疑問が残るということでしたが、

その設計、意匠をされたのはどこの会社です

か。  

学校施設課長 記憶に乏しいのですけれども、東京の会社だ

ったかと。ちょっと正確な名前は忘れたので

すが。 
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赤星委員   ＰＦＩ事業の特徴で、なかなか地元の企業、

特に中小企業が入りにくいという問題があっ

たので、当時からそのことをよく言っていた

のですけれども、１０年ほど経過してこうい

う問題が出てきたのかなと、今ちょっと残念

に思っています。  

そういう設計、意匠であることを私たちもチ

ェックできていなかったのだなと思います。

ＰＦＩ事業がこれからも出てくると思うので

すけれども、今後こういったことがないよう

にするためには、今現在進めているものも含

めて設計についてチェックするなど、どうい

う改善点をお考えでしょうか。  

統合校整備等推進室長 今、八尾地域統合中学校整備事業をＰＦＩ事

業で進めているところでございますけれども、

このＰＦＩ事業者を選定するに当たりまして、

事前に要求水準書を作成しております。その

中で、例えば今の外装の話で言いますと、使

用材料、断熱、漏水防止、結露防止方法等を

十分に検討して、建物の長寿命化に寄与する

よう計画するといったことや、屋根材及び外

装には耐候性、劣化しにくい材料を使用する

ことといったこと、また風水害や雪害に耐え

得る構造としまして、変形や破損などを伴う

漏水が発生しにくいように図面で留意するよ
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うにと、そういった細かい指示を出している

ところでございまして、維持管理のしやすさ

という視点を重視して、設計等を進めている

ところでございます。 

実際に事業者からも、その意を酌んだ設計デ

ザインをいただいていると思っております。  

赤星委員   昨年度でしたか、この総務文教委員会で芝園

小学校と芝園中学校に、小中一貫的連携教育

についての視察で伺ったのですけれども、そ

のときに、たしか部活動の部室のところも雨

漏りをしていたのを見た記憶があるのですけ

れども、それは今回の修繕に含まれるのでし

ょうか。 

学校施設課長 体育館の外壁は今回のもので全て対応するこ

とになりますので、含まれております。 

赤星委員   今回の３，０００万円は富山市の負担ですけ

れども、実際に工事を施工するのはＰＦＩ事

業者の中の会社なのでしょうか。  

学校施設課長 業務委託で選定しますので、ＰＦＩ事業者で

はありません。  

赤星委員   議案説明資料５ページをお願いします。 
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速星中学校屋内運動場改築工事についてです。

委員に婦中地域の議員さんが３人いらっしゃ

いますけれども  私は何年か前に速星中学校

に伺いまして、生徒さんが増えていて、本当

に教室も足りないし体育館も足りないという

ことでしたので、本会議で大変だということ

を取り上げたことがあります。  

その後、教室等については増築をされたので

すけれども、今回は体育館ということで、こ

の面積はこれまでと比べて大分増えるのでし

ょうか。 

学校施設課長 既存体育館のアリーナの面積が１，３６８平

米のところ、今回、武道場も含めてですけれ

ども、全てで２，６５３平米ですので、アリ

ーナの面積としてはかなり大きくなります。  

赤星委員   議案説明資料の図面を見ますと、上のところ

は別になっているのですけれども、これはど

ういうことでしょうか。 

学校施設課長 上の部分が武道場に当たります。速星中学校

には柔剣道場がなかったので、体育館をつく

る際に合わせてつくるということにしており

ます。 
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赤星委員   わかりました。これまでは図面の左側、教室

棟の一番左上のところを使っておられたとい

うことでしたので、武道場もできるというこ

とで安心しました。 

ところで、敷地も大変手狭というか、ぎりぎ

りでやっておられたのですけれども、今度、

運動場側に体育館ができますと、運動会など、

運動場の面積的には大丈夫なのでしょうか。  

学校施設課長 体育館等をつくることによって運動場の面積

は小さくなりますが、学校の基準面積は満た

しております。  

赤星委員   補正予算の人件費についてですけれども、先

ほどの総務文教委員会の企画管理部所管分で

特別職の期末手当を引上げる条例案件がござ

いました。 

教育委員会の今回の補正予算の人件費の部分

に特別職である教育長のボーナス引上げ分が

入っているかどうか確認をさせてください。  

教育委員会事務局次長 教育長の分も入っています。 

分科会長   ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。  

これより、議案第１４８号中教育委員会所管
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分の意見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

赤星委員   ただいまの議案第１４８号  令和元年度富山

市一般会計補正予算につきまして、人件費の

うち特別職の期末手当の引上げに反対してお

りますので、その部分については反対をさせ

ていただきます。  

分科会長   ほかに意見の表明はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   これをもって、意見の表明を終結いたします。  

以上で、総務文教分科会教育委員会所管分の

議案の審査を終了いたします。  

午後  １時３８分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ２時１９分  再開  

分科会長   ただいまから、総務文教分科会を再開いたし

ます。 

これより、総務文教分科会財務部所管分及び

歳入等の議案の審査を行います。  

議案第１４８号  令和元年度富山市一般会計
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補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の

補正中、歳入全部、歳出第２款総務費中、財

務部所管分、第４条債務負担行為の補正中、

財務部所管分、第５条地方債の補正 

を議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

財務部長   〔挨拶〕  

財務部次長  〔議案第１４８号中  

 財務部所管分の概要について、  

 人件費補正について、 

議案説明資料により説明〕  

納税課長   〔議案第１４８号中  

 市税償還金の補正について、 

 議案説明資料により説明〕 

資産税課長  〔議案第１４８号中  

 納税通知書等運搬業務委託にかかる債務負担

行為の設定について、 

 議案説明資料により説明〕 

財政課長   〔議案第１４８号中  

一般会計補正予算（歳入・地方債）について、 

 議案概要書により説明〕 
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分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１４８号中財務部所管分並

びに歳入全部及び地方債の補正の意見の表明

を行います。 

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、財務部所管分及び歳入等の議案の審

査を終了いたします。 

これで、１２月定例会の当分科会に送付され

ました全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、正・副分科会長に

御一任願いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和元年１２月定例会の予算

決算委員会総務文教分科会を閉会いたします。 
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